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(57)【要約】
　ＴＦＴ素子と画素電極とがマトリクス状に設けられて
なるＴＦＴアレイ基板（２０）であって、ゲートバスラ
インが第１金属材料（Ｍ１）で形成されており、ソース
バスラインが第２金属材料（Ｍ２）で形成されており、
画素電極が第３金属材料（Ｍ３）で形成されており、周
辺領域（２４）において、第１金属材料（Ｍ１）で形成
されたクロック配線（７２）と、第２金属材料（Ｍ２）
で形成された枝配線（７４）とが、第３金属材料（Ｍ３
）で形成された接続導体（１０２）を介して接続部分（
８０）で接続されており、接続部分（８０）には、接続
導体（１０２）を介して枝配線（７４）を露出する枝配
線ビア（１１２）が設けられており、枝配線ビア（１１
２）の少なくとも一部が、平面視において、クロック配
線（７２）と重なっている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板上にＴＦＴ素子と、当該ＴＦＴ素子に接続された画素電極とがマトリクス状に
設けられてなるＴＦＴアレイ基板であって、
　上記絶縁基板上に、上記ＴＦＴ素子に接続されたゲートバスラインが第１金属材料で形
成されており、
　上記絶縁基板上に、上記ＴＦＴ素子に接続されたソースバスラインが第２金属材料で形
成されており、
　上記画素電極は、第３金属材料で形成されており、
　上記絶縁基板において、上記画素電極がマトリクス状に配置された領域が表示領域であ
り、
　上記表示領域の周辺の領域が周辺領域であり、
　上記周辺領域には、上記ＴＦＴ素子を駆動するための駆動回路が設けられており、
　上記周辺領域には、上記駆動回路に接続される枝配線と、上記枝配線に接続される幹配
線とが設けられており、
　上記枝配線は、上記第１金属材料又は上記第２金属材料のいずれか一方で形成されてお
り、
　上記幹配線は、上記第１金属材料及び上記第２金属材料のうちの、上記枝配線とは異な
る方の金属材料で形成されており、
　上記周辺領域に、上記幹配線と上記枝配線とが電気的に接続される接続部分が設けられ
ており、
　上記接続部分において、上記幹配線と上記枝配線とが接続導体で接続されており、
　上記接続導体は、上記第３金属材料で形成されており、
　上記接続部分には、上記接続導体を介して、上記枝配線を露出する枝配線ビアが設けら
れており、
　少なくとも１箇所の上記接続部分において、上記枝配線ビアの少なくとも一部が、平面
視において、上記幹配線と重なっていることを特徴とするＴＦＴアレイ基板。
【請求項２】
　絶縁基板上にＴＦＴ素子と、当該ＴＦＴ素子に接続された画素電極とがマトリクス状に
設けられてなるＴＦＴアレイ基板であって、
　上記絶縁基板上に、上記ＴＦＴ素子に接続されたゲートバスラインが第１金属材料で形
成されており、
　上記絶縁基板上に、上記ＴＦＴ素子に接続されたソースバスラインが第２金属材料で形
成されており、
　上記画素電極は、第３金属材料で形成されており、
　上記絶縁基板において、上記画素電極がマトリクス状に配置された領域が表示領域であ
り、
　上記表示領域の周辺の領域が周辺領域であり、
　上記周辺領域には、上記ＴＦＴ素子を駆動するための周辺ＴＦＴ素子が設けられており
、
　上記周辺領域には、上記周辺ＴＦＴ素子に接続される枝配線と、上記枝配線に接続され
る幹配線とが設けられており、
　上記枝配線は、上記第１金属材料又は上記第２金属材料のいずれか一方で形成されてお
り、
　上記幹配線は、上記第１金属材料及び上記第２金属材料のうちの、上記枝配線とは異な
る方の金属材料で形成されており、
　上記周辺領域に、上記幹配線と上記枝配線とが電気的に接続される接続部分が設けられ
ており、
　上記接続部分において、上記幹配線と上記枝配線とが接続導体で接続されており、
　上記接続導体は、上記第３金属材料で形成されており、
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　上記接続部分には、上記接続導体を介して、上記枝配線を露出する枝配線ビアが設けら
れており、
　少なくとも１箇所の上記接続部分において、上記枝配線ビアの少なくとも一部が、平面
視において、上記幹配線と重なっていることを特徴とするＴＦＴアレイ基板。
【請求項３】
　上記幹配線が上記第１金属材料で形成されており、
　上記枝配線が上記第２金属材料で形成されており、
　上記接続部分の少なくとも１箇所において、上記枝配線ビアの全部が、平面視において
、上記幹配線と重なっていることを特徴とする請求項１又は２に記載のＴＦＴアレイ基板
。
【請求項４】
　上記周辺領域には、上記幹配線が複数本設けられており、
　上記幹配線のうちで、上記絶縁基板の基板端辺に最も近い幹配線を除いた残る幹配線は
、その配線幅が同じであることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のＴＦ
Ｔアレイ基板。
【請求項５】
　上記幹配線のうちで、上記絶縁基板の基板端辺に最も近い幹配線は、上記絶縁基板の基
板端辺に最も近い幹配線を除いた残る幹配線よりも、その配線幅が大きいことを特徴とす
る請求項４に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項６】
　上記幹配線のうちで、上記絶縁基板の基板端辺に最も近い幹配線は、低電位側電源配線
であることを特徴とする請求項４に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項７】
　上記幹配線のうちで、上記絶縁基板の基板端辺に最も近い幹配線には、欠落部が設けら
れていることを特徴とする請求項４に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項８】
　上記周辺領域には、上記幹配線が複数本設けられており、
　上記幹配線の配線幅が同じであることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記
載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項９】
　上記接続導体は、上記接続部分で、平面視において、幹配線の上層領域にのみ設けられ
ていることを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項１０】
　上記接続部分には、上記接続導体を介して、上記幹配線を露出する幹配線ビアが設けら
れており、
　上記枝配線ビアで、上記枝配線と上記接続導体とが電気的に接続されており、
　上記幹配線ビアで、上記幹配線と上記接続導体とが電気的に接続されていることを特徴
とする請求項１から９のいずれか１項に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項１１】
　上記枝配線ビアでは、上記枝配線と共に幹配線が、上記接続導体を介して露出しており
、
　上記枝配線ビアで、上記幹配線と上記枝配線とが、上記接続導体を介して電気的に接続
されていることを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項１２】
　上記周辺領域において、上記幹配線及び上記枝配線の少なくとも一方の配線に、金属材
料が存在しない部分である欠落部が設けられていることを特徴とする請求項１から１１の
いずれか１項に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項１３】
　上記周辺領域に、上記幹配線と、上記枝配線とが、電気的に接続されることなく交差す
る交差部分が設けられており、
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　上記交差部分において、上記幹配線及び上記枝配線の少なくとも一方の配線に、配線の
幅が狭められた狭幅部が設けられていることを特徴とする請求項１から１２のいずれか１
項に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項１４】
　上記周辺領域には、上記枝配線が複数本設けられており、
　上記枝配線には、上記幹配線の上層領域において、上記幹配線に沿って延伸されている
枝配線延伸部が設けられており、
　上記枝配線延伸部は、複数本の上記枝配線と電気的に接続されていることを特徴とする
請求項１から１３のいずれか１項に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項１５】
　上記周辺領域には、上記枝配線が複数本設けられており、
　上記枝配線には、上記幹配線の上層領域において、上記幹配線に沿って延伸されている
枝配線延伸部が設けられており、
　上記枝配線延伸部が複数本の上記枝配線と電気的に接続されていることで、上層領域に
上記枝配線延伸部が設けられている当該幹配線に設けられている上記接続部分の個数が、
複数本設けられている上記枝配線の本数よりも少ないことを特徴とする請求項１から１３
のいずれか１項に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項１６】
　上記接続導体に、上層領域に上記枝配線延伸部が設けられている上記幹配線の上層領域
において、上記幹配線に沿って延伸されている接続導体延伸部が設けられていることを特
徴とする請求項１４又は１５に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項１７】
　上記周辺領域において、上記接続部分と、上記絶縁基板の基板端辺との間に、上記駆動
回路の少なくとも一部が設けられていることを特徴とする請求項１に記載のＴＦＴアレイ
基板。
【請求項１８】
　上記周辺領域において、上記接続部分と、上記絶縁基板の基板端辺との間に、上記駆動
回路の一部が設けられており、
　上記駆動回路の一部と、上記駆動回路の他の部分との間に幹配線が配置されていると共
に、当該幹配線がクロック配線であることを特徴とする請求項１７に記載のＴＦＴアレイ
基板。
【請求項１９】
　上記周辺領域において、上記接続部分と、上記絶縁基板の基板端辺との間に、上記周辺
ＴＦＴ素子の少なくとも一部が設けられていることを特徴とする請求項２に記載のＴＦＴ
アレイ基板。
【請求項２０】
　上記周辺領域において、上記接続部分と、上記絶縁基板の基板端辺との間に、上記周辺
ＴＦＴ素子の一部が設けられており、
　上記周辺ＴＦＴ素子の一部と、上記周辺ＴＦＴ素子の他の部分との間に幹配線が配置さ
れていると共に、当該幹配線がクロック配線であることを特徴とする請求項１９に記載の
ＴＦＴアレイ基板。
【請求項２１】
　請求項１から２０のいずれか１項に記載のＴＦＴアレイ基板と、対向基板とがシールを
介してはり合わされてなる液晶表示パネルであって、
　上記シールが、上記周辺領域に設けられていることを特徴とする液晶表示パネル。
【請求項２２】
　上記接続部分が、上記シールの下層領域に設けられていることを特徴とする請求項２１
に記載の液晶表示パネル。
【請求項２３】
　上記シールは、ＵＶ光により硬化されることを特徴とする請求項２１又は２２に記載の
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液晶表示パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、絶縁基板にＴＦＴ素子が設けられたＴＦＴアレイ基板、及び、このＴＦＴア
レイ基板が用いられた液晶表示パネルに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、液晶表示パネルなどの表示装置や、センサ装置などに、絶縁基板にＴＦＴ（
Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）素子が形成されたＴＦＴアレイ基板が広く
使われている。そして、ＴＦＴ素子には、その各々の電極に配線が接続されている。
【０００３】
　具体的には、ＴＦＴ素子のゲート電極には配線としてのゲートバスラインが接続されて
おり、ソース電極には配線としてのソースバスラインが接続されている。
【０００４】
　また、ＴＦＴアレイ基板が液晶表示パネルに用いられている場合には、ドレイン電極に
は画素電極が接続されている。
【０００５】
　ゲートバスラインとソースバスラインとは、ＴＦＴ素子がマトリクス状に配置されてい
る場合には、絶縁基板上で互いに直交する方向に設けられている。この場合、ゲートバス
ラインとソースバスラインとは、それらが直交する部分で互いに電気的に接続されないよ
うに、絶縁基板上の異なる層に、絶縁層を介して設けられている。
【０００６】
　（ＴＦＴアレイ基板の概略構成）
　つぎに、ＴＦＴアレイ基板の概略構成について説明する。
【０００７】
　図１２は、ＴＦＴアレイ基板２０の概略構成を示す平面図である。
【０００８】
　図１２に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０の平面視における中央部分には、表示領域
２２が設けられている。表示領域には、ＴＦＴ素子と、ＴＦＴ素子に接続された画素電極
とがマトリクス状に配置されている。
【０００９】
　この表示領域２２の周囲の領域であり、ＴＦＴアレイ基板２０の基板端辺２６近傍領域
が周辺領域２４である。周辺領域２４には、駆動回路６０などが設けられている。
【００１０】
　駆動回路６０の具体例としては、ゲート駆動回路がある。図１２は、この駆動回路６０
が表示領域２２の左右方向（図１２に示す矢印Ｘ方向）に位置する周辺領域２４に設けら
れている構成を例示している。
【００１１】
　この構成では、駆動回路６０は、表示領域２２のＴＦＴ素子（図示せず）などとゲート
バスライン４２などで接続されている。
【００１２】
　また、図１２に示すＴＦＴアレイ基板２０では、表示領域２２の上下方向（図１２に示
すＹ方向）に位置する周辺領域２４の一方にドライバ６２が設けられている。このドライ
バ６２と駆動回路６０とはクロック配線などのゲート駆動回路用信号配線４６で接続され
ている。また、ドライバ６２は、表示領域２２のＴＦＴ素子（図示せず）などとソースバ
スライン４４などで接続されている。
【００１３】
　また、このＴＦＴアレイ基板２０と、対向基板（図示せず）とは、シール９０を介して
はり合わされることで、液晶表示パネル１０を構成している。このシール９０は、ＴＦＴ
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アレイ基板２０の基板端辺２６に沿って、その内側に額縁形状に設けられている。
【００１４】
　（周辺領域）
　つぎに、図１３に基づいて、周辺領域２４を具体的に説明する。
【００１５】
　図１３は、周辺領域２４の概略構成を示す平面図である。
【００１６】
　図１３に示すように、周辺領域２４には、駆動回路６０に加えて、ドライバ６２と接続
された各種配線が設けられている。この配線は、駆動回路６０と、絶縁基板１６の基板端
辺２６との間に設けられている。図１３には、配線として、低電位側電源配線７０とクロ
ック配線７２と枝配線７４が設けられたＴＦＴアレイ基板２０を例示している。配線のな
かで、低電位側電源配線７０とクロック配線７２とは、縦方向（Ｙ方向）に延伸しており
、枝配線７４は、横方向（Ｘ方向）に延伸している。そして、低電位側電源配線７０及び
クロック配線７２と、駆動回路６０とが、枝配線７４で、電気的に接続されている。
【００１７】
　（金属材料など）
　つぎに、配線を形成する金属材料などについて説明する。
【００１８】
　Ｙ方向に延伸する配線である低電位側電源配線７０及びクロック配線７２と、Ｘ方向に
延伸する配線である枝配線７４とは、絶縁基板上の異なる層に設けられている。そして、
各配線は、異なる金属材料で形成されている。
【００１９】
　図１４は、ＴＦＴアレイ基板２０の概略構成を示す断面図である。
【００２０】
　図１４に示すように、絶縁基板１６上には、一般的に、前記ゲートバスライン４２を形
成する第１金属材料Ｍ１、ゲート絶縁膜５０を形成する第１絶縁材料Ｉ１、前記ソースバ
スライン４４を形成する第２金属材料Ｍ２、層間絶縁膜５２を形成する第２絶縁材料Ｉ２
、画素電極４８を形成する第３金属材料Ｍ３が順に積層されている。
【００２１】
　そして、低電位側電源配線７０及びクロック配線７２は、第１金属材料Ｍ１で形成され
ており、枝配線７４は、第２金属材料Ｍ２で形成されている。
【００２２】
　これにより、図１３の交差部分８２に示すように、Ｘ方向に延伸する配線と、Ｙ方向に
延伸する配線とが、電気的に接続されることなく交差することが容易になる。
【００２３】
　一方、図１３の接続部分８０に示すように、Ｘ方向に延伸する配線と、Ｙ方向に延伸す
る配線とを、電気的に接続するためには、コンタクトホールを設ける必要がある。
【００２４】
　（特許文献１）
　従来、このコンタクトホールの構成としては、例えば特許文献１に記載の構成がある。
【００２５】
　図１５は、特許文献１に記載の非結晶シリコン薄膜トランジスター液晶表示パネルを示
す図である。
【００２６】
　図１５に示すように、主配線１５０とゲート電極１６０とが、接続部分８０に設けられ
たコンタクトホール１００を介して電気的に接続されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２７】
【特許文献１】日本国公表特許公報「特表２００５－５２７８５６号公報（公表日：２０
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０５年９月１５日）」
【特許文献２】米国特許第７３７９１４８　Ｂ２号明細書（２００８年５月２７日）
【特許文献３】日本国公開特許公報「特開２００６－２５９６９１号公報（公開日：２０
０６年９月２８日）」
【特許文献４】日本国公開特許公報「特開平９－１７９１１６号公報（公開日：１９９７
年７月１１日）」
【特許文献５】日本国公開特許公報「特開２００６－３９５２４号公報（公開日：２００
６年２月９日）」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２８】
　しかし、上記従来のコンタクトホール１００の構成では、液晶表示パネル１０の表示品
位が低下するという問題点がある。以下、説明する。
【００２９】
　図１６は、従来の接続部分８０の概略構成を示す図である。また、図１７は、図１６の
Ｃ－Ｃ線断面図である。
【００３０】
　図１６に示すように、従来のコンタクトホール１００は、平面視において、クロック配
線７２からはみ出している。すなわち、従来のコンタクトホール１００には、はみ出し部
１０４がある。
【００３１】
　図１７に示すように、このコンタクトホール１００は、クロック配線７２と枝配線７４
とを接続している。
【００３２】
　このクロック配線７２は、ゲートバスライン４２層の第１金属材料Ｍ１で形成されてい
る。また、枝配線７４は、ソースバスライン４４層の第２金属材料Ｍ２で形成されている
。そのため、クロック配線７２と枝配線７４とは、絶縁基板１６の上の異なる層に設けら
れている。
【００３３】
　そこで、コンタクトホール１００に設けられた接続導体１０２が、クロック配線７２と
枝配線７４と接続している。ここで、クロック配線７２と枝配線７４とは、平面視におい
て重なり合っていない。そのため、接続導体１０２は、平面視において、クロック配線７
２と枝配線７４との間を接続可能なように設けられている。
【００３４】
　（ビア）
　具体的には、接続導体１０２とクロック配線７２とが平面視において重なり合う部分で
、接続導体１０２とクロック配線７２とは、幹配線ビア１１０を介して電気的に接続され
ている。また、接続導体１０２と枝配線７４とは、接続導体１０２と枝配線７４とが平面
視において重なり合う部分で、枝配線ビア１１２を介して電気的に接続されている。
【００３５】
　すなわち、このコンタクトホール１００では、クロック配線７２と枝配線７４とが、２
個のビアを介して接続されている。
【００３６】
　ここで、接続導体１０２は、第３金属材料Ｍ３で形成されている。この第３金属材料Ｍ
３は、画素電極を形成する材料である。
【００３７】
　そのため、幹配線ビア１１０の近傍では、クロック配線７２と接続導体１０２との間に
は、ゲート絶縁膜５０と層間絶縁膜５２とが介在している。そのため、幹配線ビア１１０
は、ゲート絶縁膜５０と層間絶縁膜５２とを貫通することで、クロック配線７２と接続導
体１０２とを接続している。
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【００３８】
　同様に、枝配線ビア１１２の近傍では、枝配線７４と接続導体１０２との間には層間絶
縁膜５２が介在している。そのため、枝配線ビア１１２は、層間絶縁膜５２を貫通するこ
とで、枝配線７４と接続導体１０２とを接続している。
【００３９】
　（はみ出し部）
　そして、幹配線ビア１１０と枝配線ビア１１２とは、接続導体１０２で接続されている
。
【００４０】
　従来のＴＦＴアレイ基板２０では、クロック配線７２と枝配線７４とが、平面視におい
て重なっていない。すなわち、枝配線７４の延伸が、クロック配線７２の手前で止まって
いる。そのため、接続導体１０２には、はみ出し部１０４が設けられている。このはみ出
し部１０４は、接続導体１０２のなかで、平面視においてクロック配線７２からはみ出し
ている部分である。
【００４１】
　そして、このはみ出し部１０４が設けられることで、幹配線ビア１１０と枝配線ビア１
１２とが接続されている。
【００４２】
　（シール）
　つぎに、ＴＦＴアレイ基板２０と対向基板とをはり合わせるためのシール９０について
説明する。
【００４３】
　このシール９０は、図１２に示すように、ＴＦＴアレイ基板２０の周辺領域２４に基板
端辺２６に沿って設けられている。そして、図１６に示すように、シール９０は、低電位
側電源配線７０、クロック配線７２、及び駆動回路６０の一部を覆っている。すなわち、
シール９０は、Ｘ方向に延伸する配線や、Ｙ方向に延伸する配線と、平面視で重なり合う
ように設けられている。
【００４４】
　これは、シール９０に、ＴＦＴアレイ基板２０と対向基板１８とをはり合わせるという
機能を十分に発揮させるとともに、額縁の面積を小さくするためである。
【００４５】
　そして、シール９０が上記のように配置されているので、コンタクトホール１００は、
シール９０の下に位置している。
【００４６】
　（セル厚）
　ここで、従来の液晶表示パネル１０では、シール９０が設けられた近傍において、セル
厚が不均一になりやすい。
【００４７】
　このセル厚の不均一は、コンタクトホール１００における段差、並びに、シール９０の
下に設けられた配線の幅及び密度等の不均一などによるものである。
【００４８】
　特に、接続導体１０２に、はみ出し部が設けられている従来の液晶表示パネル１０では
、セル厚の不均一が生じやすい。
【００４９】
　（シール厚）
　このセル厚の不均一は、Ｙ方向に延伸した方向で見た場合にコンタクトホール１００が
設けられている領域とそうでない領域とがあることによる。つまりこの２つの領域でシー
ル９０の厚さが不均一になることに起因する。これは、幹配線ビア１１０及び枝配線ビア
１１２における２個の凹部が設けられていることに加えて、コンタクトホール１００周辺
のＹ方向にて凹部が形成されやすい。そして、このコンタクトホール１００周辺のＹ方向
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凹部が、セル厚の不均一を招きやすい。
【００５０】
　以上のように従来の液晶表示パネル１０では、コンタクトホール１００周辺領域におけ
るパターンの配置状況や配線密度の不均一により、セル厚の不均一が生じやすい。
【００５１】
　（表示品位）
　そして、セル厚の不均一は表示品位の低下を生じやすい。
【００５２】
　また、はみ出し部が設けられている従来の液晶表示パネル１０において、周辺領域に光
硬化性の樹脂などが設けられる場合には、このはみ出し部が妨げとなり、上記樹脂に均一
に光を照射することが困難になる。このことは、樹脂が十分に硬化させることができず、
液晶層へのシール材のしみ出しが起こり、表示品位の低下を招きやすい。
【００５３】
　（駆動回路の出力特性）
　さらに、近年の表示パネルの外形サイズ縮小化の流れの中で、ＴＦＴアレイ基板２０の
周辺領域２４の面積を縮小する場合に、低電位側電源配線７０、クロック配線７２などの
配線間距離を小さくすることが考えられる。この際には、このようなはみ出し部が設けら
れた構造が障害となる。つまり、隣接配線間の距離を縮小する際に、はみ出し部の隣接配
線上への配置や距離を縮小すると、配線負荷が増加し、駆動回路の出力特性の低下となる
。
【００５４】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、セル厚の不均
一による表示品位の低下を抑制することができるＴＦＴアレイ基板、及び、液晶表示パネ
ルを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００５５】
　本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記課題を解決するために、絶縁基板上にＴＦＴ素子と
、当該ＴＦＴ素子に接続された画素電極とがマトリクス状に設けられてなるＴＦＴアレイ
基板であって、上記絶縁基板上に、上記ＴＦＴ素子に接続されたゲートバスラインが第１
金属材料で形成されており、上記絶縁基板上に、上記ＴＦＴ素子に接続されたソースバス
ラインが第２金属材料で形成されており、上記画素電極は、第３金属材料で形成されてお
り、上記絶縁基板において、上記画素電極がマトリクス状に配置された領域が表示領域で
あり、上記表示領域の周辺の領域が周辺領域であり、上記周辺領域には、上記ＴＦＴ素子
を駆動するための駆動回路が設けられており、上記周辺領域には、上記駆動回路に接続さ
れる枝配線と、上記枝配線に接続される幹配線とが設けられており、上記枝配線は、上記
第１金属材料又は上記第２金属材料のいずれか一方で形成されており、上記幹配線は、上
記第１金属材料及び上記第２金属材料のうちの、上記枝配線とは異なる方の金属材料で形
成されており、上記周辺領域に、上記幹配線と上記枝配線とが電気的に接続される接続部
分が設けられており、上記接続部分において、上記幹配線と上記枝配線とが接続導体で接
続されており、上記接続導体は、上記第３金属材料で形成されており、上記接続部分には
、上記接続導体を介して、上記枝配線を露出する枝配線ビアが設けられており、少なくと
も１箇所の上記接続部分において、上記枝配線ビアの少なくとも一部が、平面視において
、上記幹配線と重なっていることを特徴とする。
【００５６】
　また、本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記課題を解決するために、絶縁基板上にＴＦＴ
素子と、当該ＴＦＴ素子に接続された画素電極とがマトリクス状に設けられてなるＴＦＴ
アレイ基板であって、上記絶縁基板上に、上記ＴＦＴ素子に接続されたゲートバスライン
が第１金属材料で形成されており、上記絶縁基板上に、上記ＴＦＴ素子に接続されたソー
スバスラインが第２金属材料で形成されており、上記画素電極は、第３金属材料で形成さ
れており、上記絶縁基板において、上記画素電極がマトリクス状に配置された領域が表示
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領域であり、上記表示領域の周辺の領域が周辺領域であり、上記周辺領域には、上記ＴＦ
Ｔ素子を駆動するための周辺ＴＦＴ素子が設けられており、上記周辺領域には、上記周辺
ＴＦＴ素子に接続される枝配線と、上記枝配線に接続される幹配線とが設けられており、
上記枝配線は、上記第１金属材料又は上記第２金属材料のいずれか一方で形成されており
、上記幹配線は、上記第１金属材料及び上記第２金属材料のうちの、上記枝配線とは異な
る方の金属材料で形成されており、上記周辺領域に、上記幹配線と上記枝配線とが電気的
に接続される接続部分が設けられており、上記接続部分において、上記幹配線と上記枝配
線とが接続導体で接続されており、上記接続導体は、上記第３金属材料で形成されており
、上記接続部分には、上記接続導体を介して、上記枝配線を露出する枝配線ビアが設けら
れており、少なくとも１箇所の上記接続部分において、上記枝配線ビアの少なくとも一部
が、平面視において、上記幹配線と重なっていることを特徴とする。
【００５７】
　上記の構成によれば、接続部分において、上記枝配線ビアの少なくとも一部が、平面視
において、上記幹配線と重なっている。そのため、接続導体に、上記はみ出し部が形成さ
れにくく、幹配線の延伸方向における配線層の厚さの不均一が抑制される。
【００５８】
　そのため、上記周辺領域にシールが設けられた場合など、セル厚が不均一になることが
抑制されやすい。よって、上記構成のＴＦＴアレイ基板では、表示品位の低下の抑制が容
易になる。
【発明の効果】
【００５９】
　本発明のＴＦＴアレイ基板は、以上のように、絶縁基板上に、ＴＦＴ素子に接続された
ゲートバスラインが第１金属材料で形成されており、上記絶縁基板上に、上記ＴＦＴ素子
に接続されたソースバスラインが第２金属材料で形成されており、画素電極は、第３金属
材料で形成されており、上記絶縁基板において、上記画素電極がマトリクス状に配置され
た領域が表示領域であり、上記表示領域の周辺の領域が周辺領域であり、上記周辺領域に
は、上記ＴＦＴ素子を駆動するための駆動回路・周辺ＴＦＴ素子が設けられており、上記
周辺領域には、上記駆動回路・周辺ＴＦＴ素子に接続される枝配線と、上記枝配線に接続
される幹配線とが設けられており、上記枝配線は、上記第１金属材料又は上記第２金属材
料のいずれか一方で形成されており、上記幹配線は、上記第１金属材料及び上記第２金属
材料のうちの、上記枝配線とは異なる方の金属材料で形成されており、上記周辺領域に、
上記幹配線と上記枝配線とが電気的に接続される接続部分が設けられており、上記接続部
分において、上記幹配線と上記枝配線とが接続導体で接続されており、上記接続導体は、
上記第３金属材料で形成されており、上記接続部分には、上記接続導体を介して、上記枝
配線を露出する枝配線ビアが設けられており、少なくとも１箇所の上記接続部分において
、上記枝配線ビアの少なくとも一部が、平面視において、上記幹配線と重なっているもの
である。
【００６０】
　それゆえ、セル厚の不均一による表示品位の低下を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の実施の形態を示すものであり、ＴＦＴアレイ基板の概略構成を示す図で
ある。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面に相当する図である。
【図３】本発明の他の実施の形態を示すものであり、ＴＦＴアレイ基板の概略構成を示す
図である。
【図４】図３のＢ－Ｂ線断面に相当する図である。
【図５】本発明の他の実施の形態を示すものであり、ＴＦＴアレイ基板の概略構成を示す
図である。
【図６】本発明の他の実施の形態を示すものであり、ＴＦＴアレイ基板の概略構成を示す
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図である。
【図７】本発明の他の実施の形態を示すものであり、ＴＦＴアレイ基板の概略構成を示す
図である。
【図８】本発明の他の実施の形態を示すものであり、ＴＦＴアレイ基板の概略構成を示す
図である。
【図９】本発明の他の実施の形態を示すものであり、ＴＦＴアレイ基板の概略構成を示す
図である。
【図１０】本発明の他の実施の形態を示すものであり、ＴＦＴアレイ基板の概略構成を示
す図である。
【図１１】本発明の他の実施の形態を示すものであり、ＴＦＴアレイ基板の概略構成を示
す図である。
【図１２】ＴＦＴアレイ基板の概略構成を示す平面図である。
【図１３】ＴＦＴアレイ基板の周辺領域の概略構成を示す平面図である。
【図１４】ＴＦＴアレイ基板の概略構成を示す断面図である。
【図１５】特許文献１に記載の非結晶シリコン薄膜トランジスター液晶表示パネルを示す
図である。
【図１６】従来技術を示すものであり、接続部分の概略構成を示す図である。
【図１７】図１６のＣ－Ｃ線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００６２】
　以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
【００６３】
　〔実施の形態１〕
　本発明の一実施の形態について図１及び図２に基づいて説明すると以下の通りである。
【００６４】
　図１は、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０の概略構成を示す図である。
【００６５】
　本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０は、先に図１６に基づいて説明したＴＦＴアレイ
基板２０とほぼ同様の概略構成を有している。
【００６６】
　すなわち、ＴＦＴアレイ基板２０の周辺領域２４に、各種配線（配線層）と駆動回路な
どが設けられている。
【００６７】
　具体的には、各種配線としては、ＴＦＴアレイ基板２０のＹ方向に沿って、幹配線とし
ての低電位側電源配線７０（走査線駆動回路用信号配線）と、幹配線としてのクロック配
線７２（走査線駆動回路用信号配線）とが設けられている。詳しくは、基板端辺２６から
表示領域２２の方に向かって、１本の低電位側電源配線７０、続いて３本のクロック配線
７２が設けられている。
【００６８】
　また、各種配線のさらに表示領域２２側には、ゲート駆動回路などの駆動回路６０が設
けられている。
【００６９】
　ここで表示領域２２とは、ＴＦＴ素子（図示せず）と、当該ＴＦＴ素子に接続された画
素電極（図示せず）とがマトリクス状に配置された領域である。
【００７０】
　そして、各種配線と駆動回路６０とを接続するための枝配線７４が設けられている。こ
の枝配線７４は、Ｘ方向に沿って設けられている。
【００７１】
　この枝配線７４と、低電位側電源配線７０及びクロック配線７２との接続部分８０には
、コンタクトホール１００が設けられている。
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【００７２】
　本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０では、接続導体１０２に、先に説明した、はみ出
し部１０４が設けられていない。以下、クロック配線７２と枝配線７４との接続部分８０
を例にして説明する。
【００７３】
　上記接続部分８０では、クロック配線７２と枝配線７４とがコンタクトホール１００で
電気的に接続されている。
【００７４】
　図２に基づいてより具体的に説明する。図２は、図１のＡ－Ａ線断面図である。
【００７５】
　図２に示すように、コンタクトホール１００には、幹配線ビア１１０と枝配線ビア１１
２との２個のビアが設けられている。幹配線ビア１１０では、接続導体１０２とクロック
配線７２とが接続されている。言い換えると、上記幹配線ビア１１０では、上記接続導体
１０２を介して、幹配線としてのクロック配線７２が露出されている。
【００７６】
　また、枝配線ビア１１２では、接続導体１０２と枝配線７４とが接続されている。言い
換えると、上記枝配線ビア１１２では、上記接続導体１０２を介して、枝配線７４が露出
されている。
【００７７】
　ここで、クロック配線７２は、ゲートバスライン４２を形成する第１金属材料Ｍ１で形
成されている。また、枝配線７４は、ソースバスライン４４を形成する第２金属材料Ｍ２
で形成されている。また、接続導体１０２は、画素電極４８を形成する第３金属材料Ｍ３
で形成されている。
【００７８】
　そして、各金属材料は、ガラスからなる絶縁基板１６の上に、第１金属材料Ｍ１、第２
金属材料Ｍ２、第３金属材料Ｍ３の順で積層されている。第１金属材料Ｍ１と第２金属材
料Ｍ２との間には、第１絶縁材料Ｉ１から形成されているゲート絶縁膜５０が設けられて
いる。また、第２金属材料Ｍ２と第３金属材料Ｍ３との間には、第２絶縁材料Ｉ２からな
る層間絶縁膜５２が設けられている。なお上記第１金属材料Ｍ１及び上記第２金属材料Ｍ
２は、特には限定されないが、例えば、アルミニウム、モリブデン、タンタル等を用いる
ことができる。また、上記第３金属材料Ｍ３は、例えば、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ
　Ｏｘｉｄｅ：酸化インジウムスズ）等を用いることができる。
【００７９】
　以上の構成により、幹配線ビア１１０では、接続導体１０２は、ゲート絶縁膜５０と層
間絶縁膜５２とを貫通して、クロック配線７２と接続されている。
【００８０】
　また、枝配線ビア１１２では、接続導体１０２は、層間絶縁膜５２を貫通して、枝配線
７４と接続されている。
【００８１】
　そして、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０では、接続部分８０において、クロック
配線７２と枝配線７４とが、平面視において重なり合っている。
【００８２】
　そのため、接続導体１０２は、その下層に、クロック配線７２及び枝配線７４のいずれ
の配線も設けられていない部分が無い。言い換えると、接続導体１０２の下層には、クロ
ック配線７２又は枝配線７４のいずれかが設けられている。なお、下層とは、接続導体１
０２と絶縁基板１６との間の層を意味する。
【００８３】
　以上より、接続導体１０２が、当該接続導体１０２で接続されるいずれの配線とも平面
視において重なり合っていない部分であるはみ出し部がない。言い換えると、接続導体１
０２が、接続部分８０において、当該接続導体１０２で接続される配線の上層領域にのみ
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設けられている。
【００８４】
　具体的には、本実施の形態で例示するＴＦＴアレイ基板２０では、接続導体１０２は、
平面視において、クロック配線７２と重なり合っている。そして、接続導体１０２の端辺
と、クロック配線７２の端辺とがそろっている。そのため、接続導体１０２は、平面視に
おいてクロック配線７２からはみ出している部分を有していない。
【００８５】
　以上のように、本実施の形態の接続導体１０２は、接続導体１０２が接続する２本の配
線のうちで、より下層に設けられた配線、言い換えると、より絶縁基板１６に近い位置に
設けられた配線であるクロック配線７２に対して、平面視において、はみ出すことなく重
なり合っている。
【００８６】
　一方、クロック配線７２と接続される枝配線７４は、図１６に示した従来のＴＦＴアレ
イ基板２０と異なり、クロック配線７２と平面視において重なり合う位置まで延伸されて
いる。
【００８７】
　以上の構成により、図２に示すように、幹配線ビア１１０及び枝配線ビア１１２ともに
、平面視において、クロック配線７２上の位置に設けることが可能となる。そして、幹配
線ビア１１０及び枝配線ビア１１２を覆うとともに、幹配線ビア１１０及び枝配線ビア１
１２を互いに接続する接続導体１０２を、平面視においてクロック配線７２からはみ出さ
ないように設けることができる。
【００８８】
　（表示品位）
　以上のように、接続導体１０２が平面視においてクロック配線７２からはみ出すことな
く設けられているので、セル厚の不均一を抑制することができる。
【００８９】
　具体的には、接続導体１０２の下層全面に同じ導体が設けられているので、接続導体１
０２の凹凸形状が安定しやすい。
【００９０】
　また、本実施の形態においては、接続導体１０２の下層全面に設けられている導体が、
絶縁基板１６上に設けられたクロック配線７２である。そのため、接続導体１０２の凹凸
形状がより安定しやすい。
【００９１】
　また、本実施の形態においては、接続導体１０２に、はみ出し部１０４が設けられてい
ないので、走査線駆動回路用信号配線上にコンタクトホールを配置する際に、シール９０
下の配線密度をより均一にすることが容易になる。
【００９２】
　以上より、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０では、セル厚の不均一が抑制されやす
い。
【００９３】
　そして、セル厚の不均一が抑制されるので、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０では
、表示品位の低下が抑制される。
【００９４】
　この、シール９０下配線の不均等による表示品位低下の抑制効果は、有機膜などの平坦
化膜を層間絶縁膜５２として用いない構成の場合に特に効果的である。
【００９５】
　（シール硬化）
　また、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０では、シール９０を確実に硬化させること
が容易になる。
【００９６】
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　先に図１２などに基づいて説明した通り、ＴＦＴアレイ基板２０の周辺領域２４には、
ＴＦＴアレイ基板２０と対向基板（図示せず）とはり合わせるためのシール９０が設けら
れている。そのため、コンタクトホール１００の近傍は、シール９０で覆われている。
【００９７】
　ここで、シール９０は、一般的にＵＶが照射されることで硬化する場合が多い。また、
シール９０へのＵＶの照射は、絶縁基板１６の裏面から行われることが多い。ここで、絶
縁基板１６の裏側とは、絶縁基板１６におけるクロック配線７２が設けられていない面側
を意味する。
【００９８】
　そして、クロック配線７２や、枝配線７４などは、一般的にＵＶを透過させない。配線
等が導体、すなわち金属で形成されているためである。
【００９９】
　そのため、シール９０が設けられる周辺領域２４には、配線等が余り設けられていない
ことが好ましい。また、周辺領域２４に配線等が設けられる場合には、その密度が均一で
あることが好ましい。
【０１００】
　この点、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０では、接続導体１０２にはみ出し部１０
４が設けられていない。具体的には、接続導体１０２には、平面視においてクロック配線
７２からはみ出す部分がない。
【０１０１】
　そのため、周辺領域２４における、金属が設けられている領域の面積を少なくすること
ができる。
【０１０２】
　そのため、金属が設けられている領域の密度をより均一にしやすくなる。金属の部分的
な出っ張りとなるはみ出し部１０４が設けられていないためである。
【０１０３】
　以上より、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０では、シール９０に対する光の照射量
を均一にしやすい。そのため、シール９０の硬化を確実にしやすくなる。
【０１０４】
　このシール９０の確実な効果は、液晶が滴下注入される構成の液晶表示パネルにおいて
、特に効果的である。
【０１０５】
　（狭額縁）
　また、上記の構成では、接続導体１０２に、はみ出し部１０４が設けられていない。そ
のためコンタクトホール１００が占める領域を縮小することができる。したがって、配線
領域を狭くすることができ、液晶表示パネルの狭額縁化が容易になる。
【０１０６】
　なお、図１においては、クロック配線７２の配線幅が同じ構成を例示したが、配線幅は
これに限定されない。
【０１０７】
　また、配線密度は、図１に示すＸ方向における周辺領域（ゲート辺）と、Ｙ方向におけ
る周辺領域（ソース辺）とで同等とすることが望ましい。ここで、配線密度とは、配線幅
／スペースを意味する。
【０１０８】
　また、外配線としての低電位側電源配線７０と、クロック配線７２とは、同じ金属材料
で形成されることには限定されない。例えば、低電位側電源配線７０を第２金属材料で形
成することもできる。この構成では、低電位側電源配線７０と枝配線７４とを、コンタク
トホール１００を介することなく電気的に接続することができる。
【０１０９】
　また、低電位側電源配線７０の本数は、１本である構成を例示したが、低電位側電源配
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線７０の本数は１本には限定されず、複数本とすることもできる。
【０１１０】
　〔実施の形態２〕
　本発明の他の実施の形態について、図３及び図４に基づいて説明すれば、以下のとおり
である。図３は、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０の概略構成を示す図である。また
、図４は、図３のＢ－Ｂ線断面図である。
【０１１１】
　なお、説明の便宜上、実施の形態１で説明した図面と同じ機能を有する部材については
、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【０１１２】
　本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０は、実施の形態１のＴＦＴアレイ基板２０と比べ
て、コンタクトホール１００の形態が相違する。
【０１１３】
　具体的には、本実施の形態におけるコンタクトホール１００は、実施の形態１のコンタ
クトホール１００と比べて、コンタクトホール１００、１個について設けられるビアの数
が相違する。
【０１１４】
　すなわち、実施の形態１のコンタクトホール１００には、幹配線ビア１１０と枝配線ビ
ア１１２との２個のビアが設けられていた。
【０１１５】
　これに対して本実施の形態のコンタクトホール１００では、ビアは１個のみ、枝配線ビ
ア１１２が単一ビア１１４として設けられている。以下、具体的に説明する。
【０１１６】
　図４に示すように、本実施の形態のコンタクトホール１００においても、枝配線７４は
、クロック配線７２に対して、平面視において重なるように設けられている。そして、接
続導体１０２は、平面視において、クロック配線７２と重なり合っている。また、接続導
体１０２は、クロック配線７２からの、はみ出し部１０４を有していない。
【０１１７】
　本実施の形態のコンタクトホール１００では、実施の形態１と相違し、接続導体１０２
とクロック配線７２とが接続されるビアの近傍に枝配線７４が設けられている。
【０１１８】
　そして、接続導体１０２とクロック配線７２とを接続するビアの側壁１１６と、枝配線
７４とが電気的に接続されている。
【０１１９】
　この構成で、本実施の形態のコンタクトホール１００では、１個のビア、すなわち単一
ビア１１４のみで、クロック配線７２と枝配線７４とが接続されている。
【０１２０】
　また、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０には、半導体層８６が設けられている。こ
の半導体層８６は、ゲート絶縁膜５０と枝配線７４との間に設けられている。詳しくは、
半導体層８６は、ゲート絶縁膜５０の上に設けられた下層半導体層８６ａと、下層半導体
層８６ａの上に設けられた上層半導体層８６ｂとからなる。
【０１２１】
　この下層半導体層８６ａは、通常の半導体層から形成されている。また、上層半導体層
８６ｂは、オーミックコンタクト層から形成されている。
【０１２２】
　本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０では、半導体層８６が設けられているので、オー
ミックコンタクト層のテーパー部が配置されていることにより、接続導体の段切れを防止
することができる。
【０１２３】
　また、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０では、枝配線７４が２層の金属層で形成さ
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れている。詳しくは、枝配線７４は、絶縁基板１６に近い方から、下層枝配線７４ａと、
上層枝配線７４ｂとからなる。この下層枝配線７４ａは、チタン：Ｔｉ（Ｍ２ａ）から形
成されている。また、上層枝配線７４ｂは、アルミニウム：Ａｌ（Ｍ２ｂ）から形成され
ている。
【０１２４】
　（変形例）
　つぎに、図５に基づいて、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０の変形例について説明
する。図５は、本実施の形態の変形例のＴＦＴアレイ基板２０の概略構成を示す図である
。
【０１２５】
　図５に示す変形例のＴＦＴアレイ基板２０では、１個の接続部分８０にコンタクトホー
ル１００が２個設けられている。
【０１２６】
　具体的には、クロック配線７２の延伸方向であるＹ方向に沿って、コンタクトホール１
００が２個連続して設けられている。そして、２個のコンタクトホール１００の接続導体
１０２はつながっている。
【０１２７】
　なお、接続導体１０２が、平面視において、クロック配線７２と重なり合うとともに、
クロック配線７２から、はみ出していないのは、先に説明したＴＦＴアレイ基板２０と同
様である。
【０１２８】
　ここで、１個の接続部分８０に設けられるコンタクトホール１００の数は２個に限定さ
れるものではない。１個の接続部分８０に設けられるコンタクトホール１００の数を３個
以上にすることもできる。
【０１２９】
　この変形例のＴＦＴアレイ基板２０では、１個の接続部分８０に、複数個のコンタクト
ホール１００が設けられている。そのため、コンタクト抵抗を低減することができる。
【０１３０】
　〔実施の形態３〕
　本発明の他の実施の形態について、図６及び図７に基づいて説明すれば、以下のとおり
である。図６及び図７は、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０の概略構成を示す図であ
る。
【０１３１】
　なお、説明の便宜上、上記各実施の形態で説明した図面と同じ機能を有する部材につい
ては、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【０１３２】
　本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０は、上記各実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０と
比べて、配線の形状が異なる。具体的には、Ｙ方向に延伸する配線がはしご状に形成され
ている。
【０１３３】
　図６及び図７に示す例では、基板端辺２６に近い外配線である低電位側電源配線７０が
はしご状に形成されている。
【０１３４】
　具体的には、低電位側電源配線７０に長方形の欠落部７６が設けられている。図６及び
図７に示す例では、欠落部７６がＹ方向に沿って２列設けられている。
【０１３５】
　そして、Ｙ方向において隣接する欠落部７６の間の部分が連結部７８となる。この連結
部７８がはしごの足場に相当する。
【０１３６】
　なお、図６及び図７に示す例では、はしごがＸ方向に２列並んだ構成を例示した。Ｘ方
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向に並べられるはしごの数は限定されず、１列とすることも、３列以上とすることもでき
る。
【０１３７】
　以上のように、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０では、配線に欠落部７６が設けら
れている。
【０１３８】
　この欠落部７６では、ＵＶが透過する。そのため、ＵＶが通る面積が広くなるので、先
に説明したとおり、シール９０をより確実に硬化させることができる。
【０１３９】
　〔実施の形態４〕
　本発明の他の実施の形態について、図８に基づいて説明すれば、以下のとおりである。
図８は、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０の概略構成を示す図である。
【０１４０】
　なお、説明の便宜上、上記各実施の形態で説明した図面と同じ機能を有する部材につい
ては、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【０１４１】
　本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０は、上記各実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０と
比べて、Ｙ方向に延伸する配線の形状が異なる。具体的には、交差部分８２において、Ｙ
方向に延伸する配線に狭幅部８４が設けられている。交差部分８２とは、Ｙ方向に延伸す
る配線とＸ方向に延伸する配線とが、電気的に接続されることなく交わる点を意味する。
【０１４２】
　図８に示すように、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０では、クロック配線７２が枝
配線７４と交差する部分で、クロック配線７２の配線幅が狭められている。このＹ方向に
延伸する配線であるクロック配線７２の配線幅が狭められた部分が狭幅部８４である。言
い換えると、クロック配線７２に設けられた、くびれ部分が狭幅部８４である。
【０１４３】
　本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０では、クロック配線７２に狭幅部８４が設けられ
ることで、交差部分８２における、クロック配線７２と枝配線７４とが重なり合う面積を
少なくすることができる。
【０１４４】
　すなわち、Ｙ方向に延伸する配線と、Ｘ方向に延伸する配線との、重なり合う面積を少
なくすることができる。
【０１４５】
　この構成で、交差部分８２において、Ｙ方向に延伸する配線とＸ方向に延伸する配線と
の間に発生する容量を少なくすることができる。
【０１４６】
　そして、容量が少なくなることで、信号遅延の抑制等、回路出力特性が向上する。
【０１４７】
　なお、配線幅の狭め方は図８に示す方法に限定されない。すなわち、配線の幅方向の両
方側から配線幅を狭めるのではなく、配線の幅方向の一方側から配線幅を狭めることもで
きる。また、配線の幅方向の中央近傍に、配線のくり抜き部分を設けることで、実質的に
配線幅を狭めることもできる。言い換えると、配線に、配線が欠落した箇所を設けること
で、Ｘ方向に延伸する配線との重なり面積を低減することもできる。
【０１４８】
　（半導体層）
　また、狭幅部８４に重なり合うように半導体層８６を設けることもできる。この半導体
層８６を設けることにより、枝配線の断線及び信号配線とのリークを抑制することができ
る。
【０１４９】
　〔実施の形態５〕
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　本発明の他の実施の形態について、図９及び図１０に基づいて説明すれば、以下のとお
りである。図９及び図１０は、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０の概略構成を示す図
である。
【０１５０】
　なお、説明の便宜上、上記各実施の形態で説明した図面と同じ機能を有する部材につい
ては、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【０１５１】
　本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０は、上記各実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０と
比べて、駆動回路６０の配置と、シール９０の配置とが異なる。
【０１５２】
　（駆動回路）
　まず、駆動回路６０について説明する。
【０１５３】
　上記各実施の形態においては、駆動回路６０は、Ｘ方向において１個のみ設けられてい
た。そして、周辺領域２４において、Ｙ方向に延伸する配線の間には、駆動回路６０は設
けられていなかった。駆動回路６０は、周辺領域２４と表示領域２２との境界部分に設け
られていた。
【０１５４】
　これに対して、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０では、駆動回路６０が、Ｘ方向に
おいて、２個に分けられている。そのため、Ｘ方向に、第１列駆動回路６０ａと第２列駆
動回路６０ｂとが並んで設けられている。具体的には、外配線である低電位側電源配線７
０とクロック配線７２との間に第１列駆動回路６０ａが設けられている。そして、第２列
駆動回路６０ｂは、表示領域２２と周辺領域２４との境界部分に設けられている。
【０１５５】
　言い換えると、走査線駆動回路用信号配線が、シール９０外の駆動回路６０間、又は、
アクティブエリアとしての表示領域２２側に設けられている。
【０１５６】
　（シール）
　つぎに、シール９０について説明する。
【０１５７】
　上記各実施の形態においては、シール９０は、周辺領域２４においてＹ方向に延伸する
配線のすべてを覆っていた。具体的には、低電位側電源配線７０とクロック配線７２のす
べてが、シール９０で覆われていた。
【０１５８】
　そのため、接続部分８０に設けられたコンタクトホール１００が、すべてシール９０で
覆われていた。
【０１５９】
　これに対して、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０では、シール９０は、低電位側電
源配線７０、及び、第１列駆動回路６０ａの一部のみを覆っている。そして、クロック配
線７２及び第２列駆動回路６０ｂは、シール９０で覆われていない。
【０１６０】
　そのため、クロック配線７２の上に設けられているコンタクトホール１００は、シール
９０で覆われない。
【０１６１】
　以上の構成により、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０では、セル厚の不均一をより
抑制することができる。シール９０で覆われているコンタクトホール１００の個数を減少
させることができるためである。
【０１６２】
　また、上記の構成では、第１列駆動回路６０ａと第２列駆動回路６０ｂとの間に設けら
れた走査線駆動回路用信号配線の線幅を細線化することができる。そして、線幅を細線化
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することで、液晶表示パネルの狭額縁化が容易になる。
【０１６３】
　なお、このセル厚の不均一の抑制効果は、Ｘ方向における第１列駆動回路６０ａと第２
列駆動回路６０ｂとの間に、Ｙ方向に延伸する配線、例えばクロック配線７２が、１本以
上設けられることで、その効果を生じうる。
【０１６４】
　〔実施の形態６〕
　本発明の他の実施の形態について、図１１に基づいて説明すれば、以下のとおりである
。図１１は、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０の概略構成を示す図である。
【０１６５】
　なお、説明の便宜上、上記各実施の形態で説明した図面と同じ機能を有する部材につい
ては、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【０１６６】
　本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０は、上記各実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０と
異なり、低電位側電源配線７０に重なり合うように枝配線７４が延伸されている。具体的
には、Ｘ方向に延伸されて低電位側電源配線７０と重なり合った枝配線７４は、低電位側
電源配線７０上において、さらにＹ方向に延伸されている。この低電位側電源配線７０上
において、Ｙ方向に延伸されている枝配線７４が、延伸部としての枝配線延伸部８８であ
る。
【０１６７】
　言い換えると、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０は、外配線としての低電位側電源
配線７０が設けられている領域が、第１金属材料、第２金属材料、及び、第３金属材料が
積層されることで、多層メタル配線化されている。
【０１６８】
　このように、枝配線延伸部８８が設けられることで、コンタクトホール１００の個数を
、駆動回路６０の段数よりも少なくすることができる。言い換えると、外配線としての低
電位側電源配線７０に設けられているコンタクトホール１００の個数が、低電位側電源配
線７０からの分岐する配線（枝配線７４等の分岐配線）の本数よりも少なくすることがで
きる。
【０１６９】
　すなわち、枝配線延伸部８８が設けられていない場合は、各段の駆動回路６０（第１段
駆動回路６０１・第２段駆動回路６０２・第３段駆動回路６０３・第４段駆動回路６０４
）について、枝配線７４と、低電位側電源配線７０とを接続するためのコンタクトホール
１００を設ける必要がある。
【０１７０】
　これに対して、枝配線延伸部８８が設けられている場合には、低電位側電源配線７０上
で、各段に対応する枝配線７４が、枝配線延伸部８８で、電気的に接続されている。その
ため、いずれかの段に対応する枝配線７４が、コンタクトホール１００を介して低電位側
電源配線７０と接続されることで、他の段に対応する枝配線７４も、低電位側電源配線７
０と接続される。これにより、コンタクトホール１００の個数を削減することができる。
【０１７１】
　図１１に示す例では、第２段駆動回路６０２に対応する枝配線７４及び第４段駆動回路
６０４に対応する枝配線７４が、低電位側電源配線７０と、コンタクトホール１００を介
して電気的に接続されている。一方、第１段駆動回路６０１に対応する枝配線７４及び第
３段駆動回路６０３に対応する枝配線７４は、枝配線延伸部８８に接続されているものの
、コンタクトホール１００を介して低電位側電源配線７０とは、直接は接続されていない
。
【０１７２】
　上記の構成では、シール９０の下層に設けられるコンタクトホールの個数を削減するこ
とができる。そのため、セル厚の不均一による表示品位の低下をより抑制することができ
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る。
【０１７３】
　なお、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板２０において、基板端辺２６に近い外配線であ
る低電位側電源配線７０を、先に図６及び図７に示したようにはしご状に形成することも
できる。
【０１７４】
　また、上記構成に加えて、幹配線としての低電位側電源配線７０上（上層領域）におい
て、上記枝配線延伸部８８と同様に、接続導体１０２に、上記低電位側電源配線７０に沿
って延伸された接続導体延伸部を設けてもよい。
【０１７５】
　また、上記構成において、枝配線７４と、低電位側電源配線７０等の幹配線とを、同じ
金属材料で形成することで、コンタクトホール１００を設けることなく、枝配線７４と幹
配線とを電気的に接続することができる。
【０１７６】
　本発明は上記した各実施の形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々
の変更が可能であり、異なる実施の形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わ
せて得られる実施の形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１７７】
　なお、上記の説明では、走査（ゲート）駆動回路用信号配線が設けられている周辺領域
について説明したが、信号（ソース）駆動回路用信号配線が設けられている周辺領域にお
いても、同様の構成が可能である。
【０１７８】
　また、上記の説明では、低電位側電源配線７０に欠落部７６が設けられる構成について
説明した。ここで、欠落部７６が設けられる位置は、低電位側電源配線７０に限定されず
、例えば、クロック配線７２に設けることもできる。また、上記Ｙ方向に延伸する配線で
はなく、Ｘ方向に延伸する配線、例えば、枝配線７４に設けることもできる。
【０１７９】
　また、上記の説明では、クロック配線７２に狭幅部８４が設けられる構成について説明
した。ここで、狭幅部８４が設けられる位置は、クロック配線７２に限定されず、例えば
、上記Ｙ方向に延伸するではなく、Ｘ方向に延伸する配線、例えば、枝配線７４に設ける
こともできる。
【０１８０】
　また、上記の説明では、幹配線がゲートバスライン４２を形成する第１金属材料Ｍ１で
形成されており、枝配線がソースバスライン４４を形成する第２金属材料Ｍ２で形成され
ている構成について説明した。ここで、配線と金属材料との組み合わせは、上記の組み合
わせに限定されるものではなく、例えば、第１金属材料Ｍ１と第２金属材料Ｍ２とを入れ
替えることもできる。
【０１８１】
　また、上記の説明では、絶縁基板の周辺領域において、枝配線を介して幹配線と接続さ
れる回路として駆動回路を例示した。ここで、枝配線を介して幹配線と接続される回路や
素子は、上記駆動回路に限定されず、例えば、表示領域に設けられたＴＦＴ素子を駆動す
るために周辺領域に設けられた周辺ＴＦＴ素子などとすることもできる。
【０１８２】
　また、本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記幹配線が上記第１金属材料で形成されており
、上記枝配線が上記第２金属材料で形成されており、上記接続部分の少なくとも１箇所に
おいて、上記枝配線ビアの全部が、平面視において、上記幹配線と重なっていることを特
徴とする。
【０１８３】
　また、本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記周辺領域には、上記幹配線が複数本設けられ
ており、上記幹配線のうちで、上記絶縁基板の基板端辺に最も近い幹配線を除いた残る幹
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配線は、その配線幅が同じであることを特徴とする。
【０１８４】
　また、本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記周辺領域には、上記幹配線が複数本設けられ
ており、上記幹配線の配線幅が同じであることを特徴とする。
【０１８５】
　上記の構成によれば、幹配線のうちで、上記絶縁基板の基板端辺に最も近い幹配線を除
いた残る幹配線、又は、すべての幹配線の配線幅が同じある。
【０１８６】
　そのため、上記周辺領域における配線密度を均一にしやすい。したがって、上記周辺領
域にシールが設けられた場合など、セル厚の不均一がより抑制されやすい。よって、上記
構成のＴＦＴアレイ基板では、表示品位の低下の抑制がより容易になる。
【０１８７】
　また、本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記幹配線のうちで、上記絶縁基板の基板端辺に
最も近い幹配線は、上記絶縁基板の基板端辺に最も近い幹配線を除いた残る幹配線よりも
、その配線幅が大きいことを特徴とする。
【０１８８】
　また、本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記幹配線のうちで、上記絶縁基板の基板端辺に
最も近い幹配線は、低電位側電源配線であることを特徴とする。
【０１８９】
　また、本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記幹配線のうちで、上記絶縁基板の基板端辺に
最も近い幹配線には、欠落部が設けられていることを特徴とする。
【０１９０】
　また、本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記接続導体は、上記接続部分で、平面視におい
て、幹配線の上層領域にのみ設けられていることを特徴とする。
【０１９１】
　上記の構成によれば、接続導体は、上記接続部分で、平面視において幹配線の上層領域
のみに設けられている。すなわち、接続導体の下層領域には幹配線が存在する。
【０１９２】
　以上より、上記構成のＴＦＴアレイ基板では、接続導体の下層領域の全域に、特定の金
属材料層が存在する。そのため、セル厚が不均一になることをより抑制することができる
。
【０１９３】
　また、本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記接続部分には、上記接続導体を介して、上記
幹配線を露出する幹配線ビアが設けられており、上記幹配線ビアで、上記幹配線と上記接
続導体とが電気的に接続されており、上記枝配線ビアで、上記枝配線と上記接続導体とが
電気的に接続されていることを特徴とする。
【０１９４】
　上記の構成によれば、接続部分に２個のビアを設けることで、幹配線と枝配線とが接続
されている。
【０１９５】
　したがって、幹配線と枝配線とを確実に接続することが容易になる。
【０１９６】
　また、本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記枝配線ビアでは、上記枝配線と共に幹配線が
、上記接続導体を介して露出しており、上記枝配線ビアで、上記幹配線と上記枝配線とが
、上記接続導体を介して電気的に接続されていることを特徴とする。
【０１９７】
　上記の構成によれば、接続部分に１個のビアのみが設けられている。そのため、ビアに
設けられるコンタクトホールの個数を削減することができる。
【０１９８】
　また、接続部分におけるセル厚の不均一を抑制することが容易になる。
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【０１９９】
　また、本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記周辺領域において、上記幹配線及び上記枝配
線の少なくとも一方の配線に、金属材料が存在しない部分である欠落部が設けられている
ことを特徴とする。
【０２００】
　上記の構成によれば、配線の実効幅を変えることで、配線の抵抗等を所望の値に設定す
ることが容易になる。
【０２０１】
　また、周辺領域に光硬化性の樹脂などが設けられる場合には、上記樹脂に均一に光を照
射することが容易になる。したがって、上記樹脂を確実に硬化させることが容易になる。
【０２０２】
　また、本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記周辺領域に、上記幹配線と、上記枝配線とが
、電気的に接続されることなく交差する交差部分が設けられており、上記交差部分におい
て、上記幹配線及び上記枝配線の少なくとも一方の配線に、配線の幅が狭められた狭幅部
が設けられていることを特徴とする。
【０２０３】
　上記の構成によれば、幹配線と枝配線とが重なり合う面積を少なくすることができる。
【０２０４】
　そのため、幹配線と枝配線との間に発生する容量を少なくすることができる。よって、
上記配線における信号遅延の抑制などが容易になり、回路出力特性を向上させることが容
易になる。
【０２０５】
　また、本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記周辺領域には、上記枝配線が複数本設けられ
ており、上記枝配線には、上記幹配線の上層領域において、上記幹配線に沿って延伸され
ている枝配線延伸部が設けられており、上記枝配線延伸部は、複数本の上記枝配線と電気
的に接続されていることを特徴とする。
【０２０６】
　また、本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記周辺領域には、上記枝配線が複数本設けられ
ており、上記枝配線には、上記幹配線の上層領域において、上記幹配線に沿って延伸され
ている枝配線延伸部が設けられており、上記枝配線延伸部が複数本の上記枝配線と電気的
に接続されていることで、上層領域に上記枝配線延伸部が設けられている当該幹配線に設
けられている上記接続部分の個数が、複数本設けられている上記枝配線の本数よりも少な
いことを特徴とする。
【０２０７】
　また、本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記接続導体に、上層領域に上記枝配線延伸部が
設けられている上記幹配線の上層領域において、上記幹配線に沿って延伸されている接続
導体延伸部が設けられていることを特徴とする。
【０２０８】
　上記の構成によれば、幹配線と複数本の枝配線とが、枝配線が幹配線に沿って延伸され
た枝配線延伸部又は接続導体が幹配線に沿って延伸された接続導体延伸部を介して接続さ
れている。
【０２０９】
　そのため、幹配線と枝配線とを接続する接続部分の個数を減らすことができる。よって
、周辺領域におけるセル厚の不均一を抑制することが容易になる。
【０２１０】
　また、本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記周辺領域において、上記接続部分と、上記絶
縁基板の基板端辺との間に、上記駆動回路の少なくとも一部が設けられていることを特徴
とする。
【０２１１】
　また、本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記周辺領域において、上記接続部分と、上記絶
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縁基板の基板端辺との間に、上記周辺ＴＦＴ素子の少なくとも一部が設けられていること
を特徴とする。
【０２１２】
　上記の構成によれば、基板端辺と上記接続部分との間に上記駆動回路又は周辺ＴＦＴ素
子の少なくとも一部が設けられている。
【０２１３】
　そのため、基板端辺から所定の幅にシール等の樹脂を設ける際、上記樹脂に覆われる接
続部分の個数を減らすことが容易になる。
【０２１４】
　したがって、周辺領域におけるセル厚の不均一を抑制することが容易になる。
【０２１５】
　また、本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記周辺領域において、上記接続部分と、上記絶
縁基板の基板端辺との間に、上記駆動回路の一部が設けられており、上記駆動回路の一部
と、上記駆動回路の他の部分との間に幹配線が配置されていると共に、当該幹配線がクロ
ック配線であることを特徴とする。
【０２１６】
　また、本発明のＴＦＴアレイ基板は、上記周辺領域において、上記接続部分と、上記絶
縁基板の基板端辺との間に、上記周辺ＴＦＴ素子の一部が設けられており、上記周辺ＴＦ
Ｔ素子の一部と、上記周辺ＴＦＴ素子の他の部分との間に幹配線が配置されていると共に
、当該幹配線がクロック配線であることを特徴とする。
【０２１７】
　また、本発明の液晶表示パネルは、上記ＴＦＴアレイ基板と、対向基板とがシールを介
してはり合わされてなる液晶表示パネルであって、上記シールが、上記周辺領域に設けら
れていることを特徴とする。
【０２１８】
　また、本発明の液晶表示パネルは、上記接続部分が、上記シールの下層領域に設けられ
ていることを特徴とする。
【０２１９】
　上記の構成によれば、周辺領域に設けられたシールの厚さを均一にすることが容易にな
る。
【０２２０】
　そのため、セル厚の不均一に起因する表示品位の低下を抑制することができる。
【０２２１】
　また、本発明の液晶表示パネルは、上記シールは、ＵＶ光により硬化されることを特徴
とする。
【産業上の利用可能性】
【０２２２】
　本発明は、表示品位の低下が抑制されているので、高品位な表示が要求される液晶表示
装置などに好適に利用することができる。
【符号の説明】
【０２２３】
　　１０　　液晶表示パネル
　　１６　　絶縁基板
　　２０　　ＴＦＴアレイ基板
　　２２　　表示領域
　　２４　　周辺領域
　　２６　　基板端辺
　　４２　　ゲートバスライン
　　４４　　ソースバスライン
　　４８　　画素電極
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　　６０　　駆動回路
　　７０　　低電位側電源配線　（幹配線）
　　７２　　クロック配線　（幹配線）
　　７４　　枝配線　（枝配線）
　　７６　　欠落部
　　８０　　接続部分
　　８２　　交差部分
　　８４　　狭幅部
　　８８　　枝配線延伸部
　　９０　　シール
　１０２　　接続導体
　１１０　　幹配線ビア
　１１２　　枝配線ビア
　１１４　　単一ビア

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】



(28) JP WO2010/092714 A1 2010.8.19
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【手続補正書】
【提出日】平成23年11月4日(2011.11.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板上にＴＦＴ素子と、当該ＴＦＴ素子に接続された画素電極とがマトリクス状に
設けられてなるＴＦＴアレイ基板であって、
　上記絶縁基板上に、上記ＴＦＴ素子に接続されたゲートバスラインが第１金属材料で形
成されており、
　上記絶縁基板上に、上記ＴＦＴ素子に接続されたソースバスラインが第２金属材料で形
成されており、
　上記画素電極は、第３金属材料で形成されており、
　上記絶縁基板において、上記画素電極がマトリクス状に配置された領域が表示領域であ
り、
　上記表示領域の周辺の領域が周辺領域であり、
　上記周辺領域には、上記ＴＦＴ素子を駆動するための駆動回路が設けられており、
　上記周辺領域には、上記駆動回路に接続される枝配線と、上記枝配線に接続される幹配
線とが設けられており、
　上記枝配線は、上記第１金属材料又は上記第２金属材料のいずれか一方で形成されてお
り、
　上記幹配線は、上記第１金属材料及び上記第２金属材料のうちの、上記枝配線とは異な
る方の金属材料で形成されており、
　上記周辺領域に、上記幹配線と上記枝配線とが電気的に接続される接続部分が設けられ
ており、
　上記接続部分において、上記幹配線と上記枝配線とが接続導体で接続されており、
　上記接続導体は、上記第３金属材料で形成されており、
　上記接続部分には、上記枝配線上の絶縁膜に枝配線ビアが設けられ、上記枝配線と上記
接続導体が上記枝配線ビア内で電気的に接続されており、
　少なくとも１箇所の上記接続部分において、上記枝配線ビアの少なくとも一部が、平面
視において、上記幹配線と重なっていることを特徴とするＴＦＴアレイ基板。
【請求項２】
　絶縁基板上にＴＦＴ素子と、当該ＴＦＴ素子に接続された画素電極とがマトリクス状に
設けられてなるＴＦＴアレイ基板であって、
　上記絶縁基板上に、上記ＴＦＴ素子に接続されたゲートバスラインが第１金属材料で形
成されており、
　上記絶縁基板上に、上記ＴＦＴ素子に接続されたソースバスラインが第２金属材料で形
成されており、
　上記画素電極は、第３金属材料で形成されており、
　上記絶縁基板において、上記画素電極がマトリクス状に配置された領域が表示領域であ
り、
　上記表示領域の周辺の領域が周辺領域であり、
　上記周辺領域には、上記ＴＦＴ素子を駆動するための周辺ＴＦＴ素子が設けられており
、
　上記周辺領域には、上記周辺ＴＦＴ素子に接続される枝配線と、上記枝配線に接続され
る幹配線とが設けられており、
　上記枝配線は、上記第１金属材料又は上記第２金属材料のいずれか一方で形成されてお
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り、
　上記幹配線は、上記第１金属材料及び上記第２金属材料のうちの、上記枝配線とは異な
る方の金属材料で形成されており、
　上記周辺領域に、上記幹配線と上記枝配線とが電気的に接続される接続部分が設けられ
ており、
　上記接続部分において、上記幹配線と上記枝配線とが接続導体で接続されており、
　上記接続導体は、上記第３金属材料で形成されており、
　上記接続部分には、上記枝配線上の絶縁膜に枝配線ビアが設けられ、上記枝配線と上記
接続導体が上記枝配線ビア内で電気的に接続されており、
　少なくとも１箇所の上記接続部分において、上記枝配線ビアの少なくとも一部が、平面
視において、上記幹配線と重なっていることを特徴とするＴＦＴアレイ基板。
【請求項３】
　上記幹配線が上記第１金属材料で形成されており、
　上記枝配線が上記第２金属材料で形成されており、
　上記接続部分の少なくとも１箇所において、上記枝配線ビアの全部が、平面視において
、上記幹配線と重なっていることを特徴とする請求項１又は２に記載のＴＦＴアレイ基板
。
【請求項４】
　上記周辺領域には、上記幹配線が複数本設けられており、
　上記幹配線のうちで、上記絶縁基板の基板端辺に最も近い幹配線を除いた残る幹配線は
、その配線幅が同じであることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のＴＦ
Ｔアレイ基板。
【請求項５】
　上記幹配線のうちで、上記絶縁基板の基板端辺に最も近い幹配線は、上記絶縁基板の基
板端辺に最も近い幹配線を除いた残る幹配線よりも、その配線幅が大きいことを特徴とす
る請求項４に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項６】
　上記幹配線のうちで、上記絶縁基板の基板端辺に最も近い幹配線は、低電位側電源配線
であることを特徴とする請求項４に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項７】
　上記幹配線のうちで、上記絶縁基板の基板端辺に最も近い幹配線には、欠落部が設けら
れていることを特徴とする請求項４に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項８】
　上記周辺領域には、上記幹配線が複数本設けられており、
　上記幹配線の配線幅が同じであることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記
載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項９】
　上記接続導体は、上記接続部分で、平面視において、幹配線の上層領域にのみ設けられ
ていることを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項１０】
　上記接続部分には、上記幹配線上の絶縁膜に幹配線ビアが設けられており、
　上記幹配線ビアで、上記幹配線と上記接続導体とが電気的に接続されていることを特徴
とする請求項１から９のいずれか１項に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項１１】
　上記接続部分には、上記幹配線上の絶縁膜に設けられる幹配線ビアと上記枝配線ビアが
一体となった単一ビアが設けられ、
　上記単一ビアの内部で、上記幹配線と上記枝配線とが、上記接続導体を介して電気的に
接続されていることを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載のＴＦＴアレイ基
板。
【請求項１２】
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　上記周辺領域において、上記幹配線及び上記枝配線の少なくとも一方の配線に、金属材
料が存在しない部分である欠落部が設けられていることを特徴とする請求項１から１１の
いずれか１項に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項１３】
　上記周辺領域に、上記幹配線と、上記枝配線とが、電気的に接続されることなく交差す
る交差部分が設けられており、
　上記交差部分において、上記幹配線及び上記枝配線の少なくとも一方の配線に、配線の
幅が狭められた狭幅部が設けられていることを特徴とする請求項１から１２のいずれか１
項に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項１４】
　上記周辺領域には、上記枝配線が複数本設けられており、
　上記枝配線には、上記幹配線の上層領域において、上記幹配線に沿って延伸されている
枝配線延伸部が設けられており、
　上記枝配線延伸部は、複数本の上記枝配線と電気的に接続されていることを特徴とする
請求項１から１３のいずれか１項に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項１５】
　上記周辺領域には、上記枝配線が複数本設けられており、
　上記枝配線には、上記幹配線の上層領域において、上記幹配線に沿って延伸されている
枝配線延伸部が設けられており、
　上記枝配線延伸部が複数本の上記枝配線と電気的に接続されていることで、上層領域に
上記枝配線延伸部が設けられている当該幹配線に設けられている上記接続部分の個数が、
複数本設けられている上記枝配線の本数よりも少ないことを特徴とする請求項１から１３
のいずれか１項に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項１６】
　上記接続導体に、上層領域に上記枝配線延伸部が設けられている上記幹配線の上層領域
において、上記幹配線に沿って延伸されている接続導体延伸部が設けられていることを特
徴とする請求項１４又は１５に記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項１７】
　上記周辺領域において、上記接続部分と、上記絶縁基板の基板端辺との間に、上記駆動
回路の少なくとも一部が設けられていることを特徴とする請求項１に記載のＴＦＴアレイ
基板。
【請求項１８】
　上記周辺領域において、上記接続部分と、上記絶縁基板の基板端辺との間に、上記駆動
回路の一部が設けられており、
　上記駆動回路の一部と、上記駆動回路の他の部分との間に幹配線が配置されていると共
に、当該幹配線がクロック配線であることを特徴とする請求項１７に記載のＴＦＴアレイ
基板。
【請求項１９】
　上記周辺領域において、上記接続部分と、上記絶縁基板の基板端辺との間に、上記周辺
ＴＦＴ素子の少なくとも一部が設けられていることを特徴とする請求項２に記載のＴＦＴ
アレイ基板。
【請求項２０】
　上記周辺領域において、上記接続部分と、上記絶縁基板の基板端辺との間に、上記周辺
ＴＦＴ素子の一部が設けられており、
　上記周辺ＴＦＴ素子の一部と、上記周辺ＴＦＴ素子の他の部分との間に幹配線が配置さ
れていると共に、当該幹配線がクロック配線であることを特徴とする請求項１９に記載の
ＴＦＴアレイ基板。
【請求項２１】
　請求項１から２０のいずれか１項に記載のＴＦＴアレイ基板と、対向基板とがシールを
介してはり合わされてなる液晶表示パネルであって、
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　上記シールが、上記周辺領域に設けられていることを特徴とする液晶表示パネル。
【請求項２２】
　上記接続部分が、上記シールの下層領域に設けられていることを特徴とする請求項２１
に記載の液晶表示パネル。
【請求項２３】
　上記シールは、ＵＶ光により硬化されることを特徴とする請求項２１又は２２に記載の
液晶表示パネル。
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摘要(译)

本发明提供了一种TFT阵列基板（20），其中，TFT元件和与该TFT元件
相应连接的像素电极以矩阵形式排列在绝缘基板上，该TFT阵列基板包
括：由第一金属材料制成的栅极总线。 （M1）； 由第二金属材料
（M2）制成的源总线； 由第三金属材料（M3）制成的像素电极； 由第
一金属材料（M1）制成的时钟线（72）； 由第二金属材料（M2）制成
的分支布线（74）； 由第三金属材料（M3）制成的连接导体（102），
该连接导体（102）在周边区域（24）的连接部（80）处连接时钟配线
（72）和分支配线（74）。 ），连接部（80）具有分支布线通孔
（112），该分支布线通孔（112）暴露出被连接导体（102）覆盖的分
支布线（74），并且至少部分地与时钟布线（72）重叠。 平面图。
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